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情報ひろば
■各総合支所　
国府 （0857）39ー0555／福部 （0857）75ー2111
河原 （0858）76ー3111／用瀬 （0858）87ー2111
佐治 （0858）88ー0211／気高 （0857）82ー0011
鹿野 （0857）84ー2011／青谷 （0857）85ー0011

　　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
を

火
災
か
ら
守
る
た
め
、
ガ
ス
漏
れ
警

報
器
を
設
置
し
ま
す
。

対
象　

▽
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
高
齢
者
な
ど
で
所
得
税
非
課
税
世

帯　

▽
65
歳
以
上
の
寝
た
き
り
状
態

に
あ
る
高
齢
者
を
同
居
扶
養
す
る
所

得
税
非
課
税
世
帯

数
量　

１
世
帯
に
つ
き
一
機

費
用　

無
料　
　
　

申
込
み　

随
時

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅

南
庁
舎
高
齢
社
会
課 

（
０
８
５
７
）

20̶

３
４
５
３
／
各
総
合
支
所
福
祉

保
健
課
（
上
記
参
照
）

　

認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
住

み
な
れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
街
を
目

指
し
て
、
認
知
症
の
高
齢
者
や
そ
の

家
族
に
対
す
る
理
解
者
や
協
力
者
を

育
成
し
ま
す
。

対
象　

現
在
認
知
症
高
齢
者
を
介
護

し
て
い
る
人
や
介
護
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
人
な
ど

と
こ
ろ　

▽
中
央
会
場
（
市
役
所
駅

南
庁
舎
）
▽
南
会
場
（
用
瀬
地
区
保

健
セ
ン
タ
ー
）
▽
西
会
場
（
気
高
地

区
保
健
セ
ン
タ
ー
）

内
容
・
と
き

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅

南
庁
舎
高
齢
社
会
課 

（
０
８
５
７
）

20̶

３
４
５
３
／
各
総
合
支
所
福
祉

保
健
課
（
上
記
参
照
）
／
各
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

10
月
１
日
現
在
で
、
平
成
18
年
事

業
所
・
企
業
統
計
調
査
が
行
わ
れ
ま

す
。
全
国
す
べ
て
の
事
業
所
や
企
業

が
調
査
対
象
で
す
。（
農
林
漁
家
を

除
く
）

　

こ
の
調
査
は
、
事
業
所
お
よ
び
企

業
の
産
業
、
従
業
者
規
模
な
ど
の
基

本
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
票
記
入
の
お
願
い
の
た
め
、

９
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
各
事
業
所

に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本
庁
舎
総

務
課 

（
０
８
５
７
）20̶

３
１
５
６

福　祉

お知らせ

ガ
ス
漏
れ
警
報
器
の
設
置

サ
ー
ビ
ス

 取引および証明に使用している計量器を対象に、下記のとおり検査を実施します。
■対象地域　国府・福部・河原・用瀬・佐治地域
■持参するもの　定期検査受検票 、該当の計量器 、検査手数料

※都合がつかない場合は、所在地以外の会場でも受検できます。※都合がつかない場合は、所在地以外の会場でも受検できます。

該当地域 検査日 検査時間 検査会場

河原
河原地区

9月20日(水)

午前 10時
～正午 河原町総合支所

（正面玄関右側）国英・八上・
散岐・西郷地区

午後 1時
～午後 4時

佐治 佐治地域全域
9月21日(木)

午前 10時
～正午

佐治町中央公民館
（正面玄関付近）

用瀬 用瀬地域全域 午後1時30分
～午後 4時

用瀬地区保健センター
（正面玄関付近）

国府 国府地域全域 9月25日(月) 午後1時30分～午後 4時
国府町総合支所
（総合支所裏側通路）

福部

海士集落
9月26日(火)

午前 10時
～正午

福部町総合支所
（総合支所裏側車庫）

岩戸・細川集落 午後 1時
～午後 4時

湯山・高江集落
9月27日(水)

午前 10時
～午後 4時

湯山・その他の
集落

午後 1時
～午後 4時

全 地 域 10 月 3日(火) 午前 10時～午後 4時
鳥取市民会館
（正面玄関右側）

■問い合わせ先　　市役所第２庁舎産業振興課　 （0857）20－3222

計量器（はかり）の定期検査を行います

認
知
症
高
齢
者
見
守
り

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

事
業
所
・
企
業
統
計
調
査

　
　

テ　

ー　

マ

①
認
知
症
高
齢
者
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識

②
認
知
症
高
齢
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法

③
施
設
見
学
・
実
習
に
よ
る
実
践

④
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
制
度
に
つ
い
て

⑤
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
・
参
加
者
交
流
会

中
央
会
場

南
会
場

西
会
場

①
10
／
４
（
水
）

午
後
２
時
〜
４
時
10
／
５
（
木
）

午
後
２
時
〜
４
時
10
／
2
（
月
）

午
後
２
時
〜
４
時

②
10
／
18
（
水
）

午
後
２
時
〜
４
時
10
／
19
（
木
）

午
後
２
時
〜
４
時
10
／
16
（
月
）

午
後
２
時
〜
４
時

③
（
未
定
）
10
／
30（
月
）
〜
11
／
３（
金
）

　
　

の
期
間
の
午
前
９
時
〜
午
後
２
時
を
予
定

④
11
／
15
（
水
）

午
後
２
時
〜
４
時
11
／
16
（
木
）

午
前
９
時
半
〜
11
時
半

11
／
13
（
月
）

午
後
２
時
〜
４
時

⑤
11
／
29
（
水
）

午
後
２
時
〜
４
時
11
／
30
（
木
）

午
後
２
時
〜
４
時
11
／
27
（
月
）

午
後
２
時
〜
４
時
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